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別添１ 白井市立清水口保育園民営化に当たっての条件 

 

 運営事業者は、移管後の認定こども園の運営に当たっては、関係法令等を遵守し、

適正な運営を図るとともに、白井市（以下「市」という。）及び関係機関の指示、指導

内容に加え、次の移管条件を遵守しなければならない。 

 

 

１ 認定こども園の設置認可に関すること                     

  

 ⑴ 移管後の施設類型 

   認定こども園（保育所型又は幼保連携型） 

 

 ⑵ 市との連携 

   移管後の運営に当たっては、市と協定を締結した上で、児童福祉法（昭和２２

年法律第１６４号）第５６条の８の規定に基づく公私連携保育法人又は就学前の

子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法

律第７７号）第３４条の規定に基づく公私連携法人の指定を受けること。 

 

 ⑶ 土地の貸付け及び建物等の譲渡に係る手続 

  ① 土地の貸付け及び建物等の譲渡については、本件に係る議会の議決後に契約

を締結する。 

  ② 譲渡を受ける建物は、契約締結後、直ちに表題登記その他必要な登記申請を

行うこと。 

  ③ 上記の契約の締結に必要な公正証書の作成手数料、登記に必要な印紙代その

他の土地の貸付け、建物等の譲渡に係る手続に要する費用は、全て運営事業者

の負担とする。 

 

 ⑷ 空調設備及び照明設備のリース契約の引継ぎに係る手続 

  ① 空調設備及び照明設備のリース契約の引継ぎに関して必要な手続を行うこと。 

  ② 契約引継ぎに係る手続に要する費用は、全て運営事業者の負担とする。 

 

 ⑸ 駐車場の使用に係る手続 

   離山児童公園内に設置する専用駐車場の使用に関して必要な手続を行うこと。 
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 ⑹ 認定こども園の設置認可に係る手続 

  ① 移管（認定こども園の設置）に当たっては、公私連携保育法人又は公私連携

法人の指定申請及び認定こども園の設置に必要な手続を行い、所要の許認可等

を得ること。 

  ② 認定こども園の設置認可に係る手続に必要な費用は、全て運営事業者の負担

とする。 

 

 

２ 移管後の定員に関すること                         

 

  移管後の定員は、下表に掲げるクラスごとの児童数を目安として、移管前の利用

状況や市内の保育需要の動向などを踏まえ、市と運営事業者の協議により決定する。 

区分 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

２号認定及び３号認定 ６ １５ １８ ２０ ２５ ２５ 

１号認定  市との協議により決定 

 

 

３ 認定こども園の運営に関すること                      

 

 ⑴ 基本事項 

  ① 開所時間 

    午前７時から午後７時までを原則として、市と運営事業者の協議により決定

する。 

  ② 休園日 

    日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日並びに１月２日、３日及び１２月２９日、３０日、３１日を原則として、

市と運営事業者の協議により決定する。 

  ③ 対象児童 

    ０歳児（生後８週）から就学前までの児童 

 

 ⑵ 教育・保育の内容  

  ① 認定こども園における教育・保育内容については、「保育所保育指針」（平成

２９年３月３１日厚生労働省告示第１１７号）又は「幼保連携型認定こども園

教育・保育要領」（平成２９年３月３１日内閣府・文部科学省・厚生労働省告示
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第１号）を基本とし、関係法令を遵守すること。 

  ② 移管前の白井市立清水口保育園（以下「清水口保育園」という。）から継続し

て在園する園児については、在園途中に運営主体や職員が変わることなどの影

響を考慮し、その影響が最小限となるよう、当該園がこれまで実践してきた教

育・保育の内容との継続性に配慮したものとすること。 

  ③ 保護者及び地域の期待に応える魅力ある園運営に努めるとともに、清水口保

育園がこれまで実践してきた地域との関わりを継承し、地域の理解を得ながら、

これを更に発展させるよう努めること。 

  ④ 児童や保護者の宗教等の多様性に配慮し、宗教的な行事や行為は、原則とし

て行わないこと。ただし、クリスマス会等の一般的な行事については、この限

りではない。 

 

 ⑶ 特別な支援を要する児童の受入れについて 

  ① 障がい児や医療的ケアを必要とする児童等、特別な支援を要する児童を受け

入れるための体制を整備し、これらの児童が集団生活を通じて全体的な発達を

促されるよう配慮した教育・保育を実施すること。 

  ② 移管前に清水口保育園を利用していた特別な支援を要する児童については、

移管後も引き続き円滑に利用できるよう対応すること。 

 

 ⑷ 職員の配置 

  ① 法令等に規定する基準を遵守するとともに、次に掲げる要件を満たすこと。 

   ア 施設長 

     認可保育所、認定こども園又は小規模保育事業Ａ型のいずれかにおいて通

算３年以上施設長としての経験を有し、かつ運営法人において３年以上継続

して雇用されている者を、専任かつ常勤で配置すること。 

   イ 主任保育士又は主幹保育教諭 

     認可保育所、認定こども園又は小規模保育事業Ａ型のいずれかにおいて保

育教諭等として通算１０年以上の経験を有する者を配置すること。 

   ウ 栄養士等 

     栄養士又は管理栄養士を配置すること。 

   エ 看護師等 

     看護師又は准看護師を配置すること。なお、原則として常勤とすること。 

  ② 常勤職員については、質の高い職員を確保するとともに、経験、年齢のバラ

ンスが取れた職員配置に努めること。 
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  ③ 特別な支援を要する児童の人数や障がいの程度に応じて、職員を加配するこ

と。 

  ④ 安定した教育・保育の引継ぎ及び運営を行うため、清水口保育園に勤務して

いる会計年度任用職員等が、移管後も引き続き当該園での就労を希望する場合

は、その採用について配慮すること。 

 

 ⑸ 給食及び食育 

  ① 給食は、自園調理方式により提供するとともに、給食を通じて児童の健やか

な食生活を培い、食育の推進を実施すること。また、１号認定子どもに対して

も給食を提供すること。 

  ② 栄養士が作成する献立に基づき、季節感に配慮した給食を適時・適温で提供

すること。 

  ③ 児童の身体的な発育状況やアレルギー等、児童の心身の状況に応じた配慮を

行うこと。アレルギー対応については、安全体制を確立した上で除去食及び代

替食を提供すること。 

  ④ 宗教上の対応が必要な場合は、配慮を行うこと。 

  ⑤ 食材等は、地産地消を基本とし、安全な食材を使用すること。 

 

 ⑹ 保護者負担等 

  ① 保育料は、各市町村が条例等により定める利用者負担額とすること。 

  ② 保育料以外の上乗せ徴収、実費徴収等の費用の徴収に当たっては、事前に保

護者に説明し、理解を得ること。 

  ③ 給食費及び延長保育料は、移管後３年間、市立保育所と同額とすること。な

お、給食費及び延長保育料に係る市の補助の有無及び内容については、市と運

営事業者の協議により決定する。 

 

 ⑺ その他の事項 

  ① 児童の事故等に備えるため、損害賠償保険に加入すること。 

  ② 苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を設置し、苦情解決処理の

仕組みを整備すること。 

  ③ 令和９年度において清水口保育園に在籍している児童について、引き続き通

園できるよう配慮すること。 
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４ 子育て支援事業に関すること                             

 

 ⑴ 実施する事業 

   移管前に清水口保育園で実施している子育て支援事業については、原則として

移管後の施設において引き続き実施すること。 

   現在実施している子育て支援事業は、下記のとおり。 

事業名 実施日 実施時間 定員 

①一時保育（一時

預かり事業） 

保育園と同

じ 

平 日：午前８時３０分から 

午後４時３０分 

土曜日：午前８時３０分から 

午後０時３０分 

概ね 

１０人 

②子育て支援セ

ンター（地域子育

て支援拠点事業） 

平 日：午前９時から 

午後３時３０分 

土曜日：午前９時から 

正午（月２回） 

概ね 

１０組 

③こども誰でも

通園制度（乳児等

通園支援事業） 

保育園と同

じ。（土曜日

は除く。） 

平 日：午前９時から午前１１時 

 

６人 

  ※ ③は、令和８年４月から実施予定 

 

 ⑵ 事業実施に係る市及び保護者の費用負担 

  ① 一時保育（一時預かり事業） 

   ア 市と運営事業者の委託契約により実施し、市は、委託料を支払うものとす

る。 

    （参考：令和７年度の実施状況を基にした委託料及び利用料の合計額（概算） 

        年額5,289,200円） 

   イ 運営事業者は、市が定める利用料の他、給食費等、保護者が実費負担する

ものとして市が認めた費用を保護者から徴収するものとする。 

  ② 子育て支援センター（地域子育て支援拠点事業） 

   ア 市と運営事業者の委託契約により実施し、市は、委託料を支払うものとす

る。 

    （参考：令和７年度の実施状況を基にした委託料（概算）年額 9,338,000円） 

   イ 運営事業者は、制作材料費等、保護者が実費負担するものとして市が認め

た費用を保護者から徴収するものとする。 
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  ③ こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業） 

   ア 運営事業者は、法令等により定める利用料の他、給食費等、保護者が実費

負担するものとして市が認めた費用を保護者から徴収するものとする。 

 

 

５ 児童発達支援事業に関すること                            

 

 ⑴ 児童発達支援事業の実施 

   障がいのあるこどもが、その特性や状況に応じた療育及び教育・保育を受けら

れる体制を整備するため、移管後の施設において、児童福祉法第６条の２の２第

２項に規定する児童発達支援事業（以下、本項において「事業」という。）を実施

すること。 

 

 ⑵ 定員 

   １０名以上を原則として、市と運営事業者の協議により決定する。 

 

 ⑶ 事業実施の準備 

  ア 事業の実施に係る施設改修、備品の整備その他の事業の実施に当たって必要

な準備は、運営事業者が行うものとする。なお、施設改修を行う場合は、改修

内容、日程等について、事前に市と協議の上、実施すること。 

  イ 事業の実施に当たっては、事業所指定に係る手続きその他必要な手続を行う

こと。 

  ウ ア、イに掲げるもののほか、事業の実施に必要な準備等に要する費用は、原

則として、運営事業者の負担により行うこと。ただし、国等の補助金が活用で

きる場合は、この限りではない。 

 

 ⑷ 認定こども園との連携 

   障がいのあるこどもが適切な支援を受けられるよう、移管後の認定こども園と

の密接な連携の下、事業を実施すること。 

 

 

６ 移管準備に関すること                                

 

 ⑴ 市が開催する民営化に関する保護者説明会に出席すること。出席者は、法人を
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代表し、責任をもって対応できる者とすること。 

 ⑵ 教育・保育内容の引継ぎに当たっては、市と連携して行うこととし、運営事業

者決定後に締結する「白井市立清水口保育園の移管に係る協定書（骨子案）」（別

添７参照）の内容及び運営事業者決定後に市が策定する引継計画に基づき実施す

ること。 

 ⑶ 引継ぎに必要な人員は、運営事業者において確保すること。 

 

 

７ 移管後の市への協力に関すること                           

 

 ⑴ 移管後に市が実施する、次の取組について協力すること。 

  ① 市職員による訪問（巡回訪問及び随時訪問） 

  ② 市及び運営事業者による定期的な連携会議 

  ③ 保護者アンケート 

  ④ 民営化の効果検証その他の市が行う取組 

 ⑵ 清水口保育園が、現在、指定福祉避難所として指定されていることを踏まえ、

移管後も引き続き指定福祉避難所としての機能を維持するために必要な協力をす

ること。なお、協力の具体的内容については、市と運営事業者の協議により決定

する。 

 

 

８ 留意事項                                      

 

 ⑴ 市が、次に掲げる事項について、運営事業者が誠実に履行していないと判断し

たときは、募集要項４⑵②に定める貸付料の免除を行わないものとする。 

  ① 「白井市清水口認定こども園運営事業者募集要項」に定める事項 

  ② 「白井市立清水口保育園民営化に当たっての条件」に定める事項 

  ③ 運営事業者決定後に市と運営事業者が締結する協定の内容 

 ⑵ 前項の規定に基づく貸付料免除の取り消しは、令和１０年４月１日以降の免除

分から効力を生じるものとし、既に免除した貸付料については、市が運営事業者

から徴収するものとする。 


